
岡山市建築士派遣制度要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，市内のマンションの適正管理を支援するため，市が実施する建築士派遣制度

について，必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号。

以下「適正化法」という。）第２条第１号に規定するマンションをいう。 

(2) 管理組合 適正化法第２条第３号に規定する管理組合であって，市内に存するマンションの

管理組合をいう。 

(3) 建築士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士をいう。 

(4) 建築士団体 建築士により構成された団体であって，本市と岡山市建築士派遣制度の実施に

関する協定書を交わしている団体をいう。 

 

（派遣する建築士の人数等） 

第３条 建築士の派遣人数及び派遣時間は，次のとおりとする。 

(1) 派遣人数 １回につき２名以内 

(2) 派遣時間 １回につき２時間以内 

 

（派遣する建築士の業務） 

第４条 派遣する建築士が行う業務は，次に掲げる事項に係る相談業務とする。 

 (1) マンションの構造、設備等に関すること 

 (2) マンションの設備の改修、修繕、点検等に関すること 

 (3) その他マンションの維持管理に関すること 

２ 派遣する建築士は，次に掲げる業務は行わない。 

 (1) 測定器等を使用した建物の精密測定及び劣化診断並びに調査 

 (2) 大規模修繕計画及び長期修繕計画の作成 

(3) 修繕工事等の設計及び見積書等の比較検討 

(4) 工事及び維持管理業務の受注及び発注並びに業者の紹介 

(5) 居住者間及び居住者と近隣住民間の紛争解決及び権利調整 

(6) 防災マップの作成 

 

（派遣費用の負担） 

第５条 建築士の派遣の報償金は市が負担するものとする。派遣に伴う会場費等建築士に対する報

償金以外の費用を要するときは，次条第１項に規定する管理組合等の申請者が負担するものとす

る。 

 

 



（派遣の申請） 

第６条 建築士の派遣を受けることができる者は，次に掲げる者（以下これらを「管理組合等」と

いう。）とする。 

(1) 管理組合 

(2) 管理組合が組織されていない市内に存するマンションの区分所有者。この場合にあっては，

３名以上の当該マンションの区分所有者が共同で申請する場合に限る。 

２ 建築士の派遣を受けようとする管理組合等は，管理組合の集会又は理事会の決議（管理組合が

組織されていない場合にあっては３名以上の区分所有者の合意）に基づき，岡山市建築士派遣申

請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により市長に申請しなければならない。 

３ 前項の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は，申請書に記載した内容を市から建

築士団体へ提供することについて同意しなければならない。 

４ 建築士の派遣は，１管理組合につき１年度３回以内とする。ただし，第１項第２号に規定する

区分所有者が申請する場合にあっては，１マンションにつき１年度３回以内とする。 

 

（派遣の決定） 

第７条 市長は，申請書の提出があった場合は，速やかに内容を審査し，派遣が適当であると認め

たときは，建築士団体に対し，派遣建築士選定依頼書（様式第２号）により,派遣する建築士（以

下「派遣建築士」という。）の選定を依頼するものとする。 

２ 前項の規定による依頼を受けた建築士団体は，派遣建築士を選定し，派遣建築士選定通知書（様

式第３号）により市長に通知するものとする。 

３ 市長は，第１項及び第２項の内容（派遣しない場合はその理由）について，岡山市建築士派遣

に関する決定通知書（様式第４号）により，申請者に通知するものとする。 

 

（結果報告） 

第８条 申請者にあっては岡山市建築士派遣結果報告書（様式第５―１号）を，建築士団体にあっ

ては岡山市建築士派遣結果報告書（様式第５―２号）を派遣終了後２週間以内に市長に提出しな

ければならない。 

 

（派遣の報償金） 

第９条 市長は，前条の規定による結果報告の内容を審査し，適当と認めたときは，報償金として

１時間につき１人あたり５,７００円を支払うものとする。 

２ 前項の報償金は，交通費その他の諸経費を含むものとする。 

 

（派遣決定の取消し） 

第１０条 市長は，派遣の決定を受けた管理組合等が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は，建築士の派遣を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により派遣決定の通知を受けたとき 

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき 

 

 



（電子情報処理組織による申請等） 

第１１条 この要綱に規定する申請，通知及び報告については，この要綱の規定にかかわらず，岡

山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和４年市条例第２２号）の規定の例によ

り，電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 

 

（秘密の厳守） 

第１２条 建築士団体及び派遣建築士は，当該業務に関し知り得た内容を他に漏らし，または自己

の利益のために利用してはならない。 

 

（補足） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

  


